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上記のほか、老齢福祉年金受給者数は、 0 8万 人である
第 1号被保険者には、任意加入被保険者を含む
老齢基礎年全等受給権者数は、老齢基礎年金受給権者数に、 1日 国民年全法による老齢年金受綸権者業、被用者年金制度の 65歳以上の 1日 法老齢 (退職)年 金の受給権者数等を加えた も′)で ある
老齢基礎年金平均年金月額は、操上 :ザ ・繰下 |ザ 支給分を除いた老齢基礎年全受結権者に係る平均年全月額である このほかに、操上 lザ ・繰下 :デ 支給分′)老齢基礎年全受給権者およびIE国 民年金
法 l‐ よる老齢年金受給権者に係る分を含めた老齢基礎年全等平均年全月額 lt 5 4万 円である
実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金勘定からの受 入を控除 した額 |[基 礎年金勘定⌒め操入を加えたも√)で ある
積立金 I時価ベース:は 、 1日 午金福祉事業団から承継 した資産11係 る損益を含めて、年金積立全管理運用独立行政法 人tiお :十 る市場運用分 rl運 用実績を時価ベースで評価 した t)′)で ある

:

なお、承継資産に係る損益の厚生年金・国民年金への按分:ま 、厚生年全 。国民年金のそれぞれノ)f責 立金√)元 本平均残高力比率により行っている
公的年全加入者合計 It、 被用者年金被保険者と、第 1号 。第 3号被保険者の合計である′
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-11男子・女子  60歳
坑FNl員・船員   59歳

定額部分
一月1男 子・共済女子 64歳
厚午女子     62歳
坑内員・船員   59歳

国 家 公 務 員 共 済 組 合 104 1 53 21 7 2_0 8 4    _8 3 6 3 60 5 508

地 方 公 嵩 員 共 済 組 合 291 182 1 60 22.5 3S9  _:37 6 100 :9 2: 5 508

私 立 学 校 教 職 員 共 済 48 11 432 21 2 0.4 34   _i3 4´ 9 9  _9 1 2 938

3.868 1.6■ 6 2_35 174 4■  6 1702 _170.1 5 1  _■  8_

(注 )1 厚生年全保険の老齢 (退職)年金受給権者致及び平均年金月額 (二 |ま 、日本鉄道、日本電信電話、日本ただ二産業及び農林漁業団体職員′,各 旧共 i斉 組合にお tヽ て厚生年全保険に統合される前に裁定
された受給権者に係る分を含む .

2 共 i斉 組 合の老齢 睫 職)年全受給権者数にit減額退職年金 :二 係る分を含む■ (厚 生年全保険に含まれている!日 三公社共済組合、 1日 農|=l in業 団体職員共済組合に係ろ分につ tヽ て t,同 じ.)
3 老齢 (退職)年 金平均年金月額は、老ail基 礎年金を含んだものである ただ し、操上 |ザ・操下 :ザ 支給 t減額退職年奎を含む)を選択 した者と、報酬比例部分

`)支
給開始年齢にチリ達 しているか定額

部分の支給開始年齢に到達 していない者は除外 して推計 している
4 実質的な支出給費用額は、給付費から基礎年全交付金を控除 した額 |二 基礎年全拠出金を力8え た t,の である
5 厚生年金保険にお |す る坑内員及びlh員 の保険 ll率 |ま 、 16 696° おである .

6 厚生年全保険のf責 立金にlt厚生年全基金が代行している部分の積立金|=含 まれてしヽな tヽ
,

7 厚生年全保険の積立金 :時 価ベース]は 、1日 年全福祉事業日から承継 した資産に係る損益を含うて、年全積立全管理運用独立行政よ ノ、:1ぉ :す る市場運用分の運用実績を時価ベースで評価 した t)の で
ある,なお、承継資産に係る損益の厚生年全・国民年金・ヽ め按 分は、厚生年金 。国民年金のそltぞオl力 積立令′)元 本平均
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8 f責立比率 とlt、 前年度末に保育するf責 立金が、実質的な支出の うち、保険料拠出:iよ つて賄 う部分 (国庫・公経済負担を除 tヽ た部分)の何年分(■ 相当してtヽ るかを表す指標である
(前年度末に保有する積立金が、国庫・公経済負担や i菫 加費用を含めた実質的な支出総額 :Df可 年分に相当して lヽ るかを表す積立度合とit異 なる )




